
カリスマ

橋爪大三郎

|力仰とは何力、

カリスマは、ある個人がそなえている特別な資

質で、周囲に大勢の追従者を生み出すようなも

のをいう。よくあるのは、宗教的、軍事的、政

治的リ ーダーなどのケースである。
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カリスマ現象が凝縮して現れるのは、宗教が

創始される場合であろう。イエスにせよ、ムハ

ンマドにせよ、それまでの常識とま ったく異な

る信念を確信をもって述べ伝え、人びとに衝撃

を与えた。人びとはそれを指否するか、それと

も受け入れるかを迫られた。そしてそれを受け

カリスマ

196 

『事 典 哲学の木』第1刷 p196.197.270.-273.614-616株式会社講談社 2002.3.11発行

入れた人ひ'とが、カリスマ的人物を核に新たな

共同社会を形成した。法律も、社会制度も、一

切がそこから再出発したのであるq

社会学者マックス ・ウェーパー がカリスマ現

象のダイナミズムに注目したのは、いわば宇'!1:i

がビック'パンから始まったように、社会も個人

間に働くそれ自体非合理な、強烈な作用(iJl1J)か

ら形成されるのではないかと着想したからであ

ろう。カリスマの沸騰状態が冷却し、通常の社

会組織や制度に変質していくプロセスがカ リス

マの日常化である。カ リスマの担し〉手が欠けた

あとその地位を子供など血縁者が引き継ぐ場合

がI血縁カリスマ。そのi臓を組織が守|き継ぐ場合

が官i織カリスマである。ウェーパーはこれを、支

配の諸額型との関連でも考察した。カリスマ的

支配が日常化していく先に生まれる伝統的支配、

合法的支配は、それぞれ血縁カリスマ、官職カ

リスマとゆるやかに対応していると考えられる。

|シャーマン ・ピックマン 天才

ある個人が特異な超越的資質をそなえる現象に

は、人類学や宗教学も注目する。たとえばシャ

ーマン。シャーマンは修練の結果、千III霊(自分以外

の人絹)を態依させることができるようになった人

物をいう。この場合、修練はNff:でも行いうるも

ので、しかも彼が特別なのは、彼の人格とは別

の超越的な存在が彼に怨依するせいにすぎない

と考えられている。これに対してカリスマは、そ

の担い手個人の切り離せない人格の一部分て'あ

る。

もうひとつの例は、 ピックマン。ニューギニア

高地の習慣では、人びとは威信の分配にあずか

ろうとビッグマン(のわヨiIi'/'nにブタを寄託し、ブ

タを集めた人物は実際にビッグマンとなって威

信を振りまく。ある fI~1人がそれ以仁の巨大な存

在となる「ブーム J ~見象だが、ブタが消尽されて

しまえば彼は元の個人に戻る。それは祝祭のサ

イクルにすぎず、カ リスマの持続→その日常化

を実現できない。

カリスマ現象は、 I~I然生態系と一体であった

共同体が破壊され人びとがその紐晴から切り離

されて、より大きな空間を、 j虫干jJ'の核を求めて

流動している状態で生じる。

一神教は、 lltí~一 ?村刊州リ中|ド|暗を核にして連帯を1再j1再j】耳L耳}梢築す

る試みてで4 ある。 一干神1市ド悼李教kの?和判神I1市iド|吋は絶対であり、 その

前で人聞は平等となる。そこで、もしもある個

人がカリスマのような超越的な資質をそなえて

いるとしたら、それはネ111に由来するものでなけ

ればならない。預言者はそれを証明するため、奇

蹟を起こす。

天才の観念も、これに通じる。天才は、通常

の人間とは思えないflDl人の資質なので、それは

tlllに愛て‘られた証拠となる。人聞が平等だから

こそ、それでは説明できない残差が天才と呼ば

れる。カリスマも同様に、努力や因果関係で説

明できない他人の超越的な資質を指す。

|力仰と個人崇拝

カリスマは、社会的連帯、制度、正統性を創造

する機能がある。そのため、革命的な社会変革

にはカ リスマ的人物がしばしば不可欠て司ある。ロ

シア革命のレーニンと、それに続くスターリン。

ナチスのヒトラ一。中国革命(ならびに文化大前命)

の毛沢東。民肢独立、ナショナリズムの高揚は、

ガンジ一、ナセ/レ、カスト ロ……といったカリス

マ的指導者を生み出した。

カリスマ的人物は、その存在が神秘化され、

偶像化される傾向がある。それには、マスメデ

ィアを効果的に利用できる。最初にマスメディ

ア(プロパカ'ンダ)を意識的に用いたのはヒトラーだ

ったが、 以後一般的な手法となった。もっとも、

テレビが普及してからは、 fls]人のtlll秘化、偶像

イlニカf起こりにくくなっている。

北朝鮮(朝鮮民主主義人l~jUI]IJi/)の金日成は、ス

ターリ ン流のプロノfガンダの威力によって、カ

リスマ的指導者としての地位を維持した典型的

な例である。その後継者は、息子の金:i1:日が指

名された。マルクス・レーニン主義の原則から

は説明できない、凶l統カリスマの継承である。金

正日の実像が、テレビをはじめとするメディア

にほとんど報じられることがなかったという神

秘性の演出が、 fl.支のカリスマを支えている。

メディアの発達した先進資本主義国では、歌

手や俳優が擬似イベン トの立役者としてカリス

マ的なヒーローに仕立てられる。だが{皮らは、メ

ディアに露出されることで消費されてゆき、本

当のカリスマ'1主を叩・びることはない。現代はカ

リスマを山明させにくいH寺代だと言える。

理~M . ウェ パー (fi¥';ii:#一雄、 ii;liHH夫人、陸lil円担訳)r宗教11・

会学lnlj文H:
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政治は、いろいろな角度から考察できる現象だが、ここではひとまず「ある範囲の人ひ、と

すべてを拘束することがらを決定すること」と定義しよう。この定義によれば、人びとを

必ずしも拘束しないことがらを決定しでも、政治ではなし )0 また、自分ひとりを拘束する

決定を自分で下しても、政治て唱はない。

このように定義 した政治は、もっとも広し h意味の政治である。家族、企業、地域社会な

どとのような集団や組織のなかにも、この意味て、の政治を見つけることができる。個別の

人間関係のなかで働くこうした政治の力学を、ミクロの政治とよぶことができる。

これに対して、普通にいう 意味で・の政治とは、ある公共社会(たとえば国民国家)全体にか

かわる決定の手続きを制度化したものである。制度であるから、誰が政治を行なう権限を

もっており、どのように意思決定をするのか、容易に観察できる。狭義の政治は、このよ

うなもの(マクロの政治)をさす。

そこで以下、広義(ミクロ)の政治と狭義(マクロ)の政治の関係や、政治がどのように制度

化 されるか、政治制度の諸類型、民主主義の諸側面などを考察してみる。

l政治制度としての民主主義

誰がどのように政治的意思決定を行うかの手続

きを定めるのが、政治制度である。

それて1立政治制度は、どのように決定された

のか。政治制度も「人びとすべてを拘束すること

がら」であるから、それを定めることも政治であ

る。そこで、政治制度ははじめから定まってい

た(たとえば↑['f習として与えられている)か、それとも

それ自身政治によって決定されたか、いずれか

である。

民主主義は、すべてのことがらを主権者である

人民の意思にもとづいて決定しようとする政治

制度である。そこでは、手続きが正当(合法的)で

あることが市色x-1である。

この考え方を徹底すると、正当な手続きを定

める政治制度それ自体も、民主主義の正当な手

続きによって決定されたのでなければならなく

なる。すく'わかるように、 これは正当化手続き

の循環(白己Ii;伎のループ)を生んでしまう。民主主

義は、形式的な意味では完結てーきない。実際、

それは市民革命によって暴力的に出発している。

理論的にも、カール・シュミットがのべるよう

に、憲法制定権力という名の超法規的な力によ
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って強引に出発すると考える以外になし'0
しかし、だからと言って、民主主義が不完全

であると結論する必要はない。民主主義にとっ

て肝腎なことは、選挙を通じて人民の意思が適

切に表明されているという事実、すなわち、人

民が政治を左右しているという事実である。そ

のような民主主義は、 1見に多くの国家で行われ

ている。現に行われている民主主義は、それ自

身を正当化する。その制度を否定したり逸脱し

たりする行為は、民主主義の名において正当化

されなし'0

|政治制度の諸類型

ところで民主主義(democracyJとし寸言葉は、伝

統的には「衆愚政治」という意味で、マイナス ・

イメージの言葉として用いられてきた。それが

プラス・イメージの言葉として用しミられるよう

になったのは近代になってから、すなわちごく

最近のことである。

プラトンは「ポリテイコス』において、政治形態

を、王市11/寡頭市IJ/貴族制/借主iJjlJ/民主制の

五つに分類した。このうち寡頭制は、有力な少

数者による政治。借主制は、権力のk.Cf't者によ

る政治。民主制(民主主義)は、民衆による政治で

ある。民主ilJlJは、煽勤者や不合Jmな集巨|心耳nに
よってたやすく方向を誤る、最悪の政治形態で

あるとされている。この、古代ギリシアの経!抗

に起i原をもっ五類型は、匹凹l臥欧:1山H
言虫となつた。

もうひとつ、西欧世界の共通了解となってい

るのは、1[1約聖書に-Ii'uかれた古代ユターャ人の統

治形態である。ウェーパーの『古代ユタ4ヤ教』の

整理によれば、アブラハムを伝説の始祖とする

古代ユダヤ人たちは、族長に当~~，られた遊牧生

活→士f:l1i(''1叩((}リーダー)に率いられた定住生活→

王制 >~Uj~Wjll->ù頭i!il! (以芭支配)な ど、さま ざま

な統治形態を経験した。なかでも重要なのは、

初代の王サウルに続く、タP ビ‘デ王の統治てPある。

夕、ビデは預言者サムエルにjEび出され、族長た

ちと統治契約を結んで王となったと信じられて

いる。ダビデ、王は人間的な過ちの多い王であっ

たが、この統治契約のため正統な(それゆえfllL'J:!の)

王であると考えられている。メシアは、ダビデ

王の家系から生まれると預言され、「マタイによ

る福音書』によればイエス・キリス 卜はダビデの

子孫であり、再来なのである。

|各文明における政治制度

ユタヤ教は、和11との契約(似1;)を絶対関するた

め、結果的に統治形態を相対視することになり、

族長制、士師、王制、貴族制などいくつもの政

治形態を選択できた。

いっぽうキリスト教は、現l:ttに対する「終末論
的1!!~関心」を特徴とする。パウロは神の子イエ

ス ・キリストの福音をのべ伝え、この世界の終

末とt1tlの国が近づいたと説いた。そして、地上

の権威(主権)に反抗してはならないとのべた。こ

うして、仰の王国(教会)/地上の王国(王権)を区

別する「二王国論」が、キリスト教の政治哲学と

なる。キリスト教徒はユダヤ教の律j去を廃した

あと、それに代わる宗教法をつくらなかったの

で、キリスト孝文徒はたまたまそのJ:lllを治める世

俗国家の法律に従うことになった。

これに対してイスラーム教徒は、宗教法(イス

ラーム法)に従うことが宗教的義務である。これは

彼らが、使徒ムハンマドや後継のカリフに率い

られて、 地上に自分たちの国家を建設できたた

めである。イスラーム教の公式教義は「二重の幸

福諭」、すなわち、付|アラーはイスラーム法を与

え、 地仁での人びとの幸福を保証するいっぽう、

此う当

終末と裁きののち天国で、人びとの来世の幸福

をも保証するというものである。これによれば、

人びとは地 |二で政治的指導者(カリフ、イマーム)の

もと、単一の政治的共同体に組織されるべきだ、

ということになる。

中国の{話教は、 一神教と対照的に、来tliや付l

にふIして無関心である。中匡|では地上の政治が

すべてであり、天命を受けた皇帝が人民を統治

する。皇帝は、科挙で官僚を選ひ、'11支らをj困じ

て統治を行う。皇;iiJは徳を具え、官僚は儒教の

古典に通じているので、人民を統治する資格が

あるとされる。皇帝が徳を失えば国が乱れ、新

しい人物に天命が Fり、王朝が交替する(易配1:革

命)。儒教のシステムでは、法は統治者から人民

にあてた命令であって、統治者自身を拘束しな

し、。また、経済も文化もすべて政治に従属する

から、どのような行為もつき詰めればみな政治

的な意味あいをもつことになる 。 L~q孟|ではすべ

てが政治である。

仏教やヒンドゥー教では、これと反対に、現

世に対する1!(Ii関心が支配的である。インドでは

世俗社会を自rf:ll~~する出家の価値が重んぜ、 られ、

宗教者は、政治はもちろん、世俗の活動に関わ

らない。現世に対する極端な無関心は、結果的

に、現|宜を現状のまま肯定する保守的な態度に

通じる。キリスト教世界では、政治と宗教が関

連を持ちうるからこそ分離しているのに対し、イ

ンドでは関連がないために分離している。

!日本の政治風土

近代の政治は、強力なリーターシッブを必要とす

る。ナポレオン、ヒトラー、アメリカの大統領、

・・こうしたリ ーダーの原型は、共和制ローマの

執政官(コンスル)であろう。外敵襲来などの緊急

事態が起こると、 二名の執政官のうちー名が独

裁官に選ばれて、政治の全権が委任される。共

和国の全体が、彼の権力のもとに入る。しかし

緊急事態が過ぎると、彼の任務は終了し、不適

当な行為がなかったかどうか、共和国の法令に

照らして厳しく検査される。ここで求められて

し、るのは、強力なリ ーターシップと民主主義と

の訓和である。

これに対して、伝統的な日本の政治風土は、

強力なリ ーダーシップを避けてきた。強力なリ

ーダーシップは、独裁であるかのように嫌悪さ

れ、かわりに慣例や「相IJ(すべての人びとが決定に
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加わり、反対芯児のないこと)が重視される。特定の

誰かが全体の意思決定をしてしまうことは望ま

しくないとされる。この点で日本の政治は、近

代デモクラシーの反対物である。「和」は江戸H寺

代、農村の伝統だ、ったが、それが明治以降あら

ゆる近代組織に浸透している。

これは戦後の内閣制度にも見て取れる。閣議

の決定には大臣全員の同意が必要て、あり、首相

のリーダーシップはほとんど発揮できない。閣

議の議題は次官会議を通るが、ここで各省庁は

事実上の拒否権を持っている。全員一致の原則

は、自民党総務会にもみられる。この結果、関

係者の相互牽制→事前の根回しが生じ、談合も

modernity 

近代

橋爪大三郎

どきの利害調整がはかられる。

こうした内向きの「調整J r根回しJ r行政指

導」は、日本人なら ~ftでもがおなじみの慣行だが、
当事者たちはこれが政治て、あるとは自覚してい

ない。日本の政治は、こうしたミクロな政治過

程の集積でできあがっている。そして、それを

外からマクロに見るとき、主体性のない顔のな

い日ヰζ人という{象カfできあがる。

世プラト ン(旅沢令夫訳) I国家』岩波文J4I C.シュミット

(阿部Hiil哉、村上義弘訳) t;t(法論1み寸ず書房術凹W:-
6政治学史4東京大学出版会 エドアルト・マイヤー(鈴木一
州訳) rローマ人の悶家 と国家思想。，岩波書応

l珍|法
Olll 
HiL<亡

民主主義
百本

近代という言葉には、(1)単にわれわれの生きるホ今の時代かを意味する日常的な用法と、

(2)古代、中位、近一世に続く特定の歴史的時代を指す用法の、二種類がある。ここでは近

代を、後者の意味で考える。すると近代は、歴史学上の|時代区分であることになるが、

近代
270 

それはいつから始まって、そのメ jレクマールは何か。通常それは、問ヨーロツパで、市

民革命とと Lに始まったとされる。H寺代区分がもっとも明確なフランスを例にとれば、

l↑i民革命は 18世紀の末(1789)に勃発し、絶対王制から共和ililJへの劇的な移行が生じた。

これに並行する過根が、イギリスでは清教徒革命(1642-49)と名誉革命(1688-89)、アメ

リカでは独立革命(1776)の|僚に生じ、ドイツやイタリアでは遅れて生じたとされる。

マルクス主義の歴史学は、こうした過程の背景に、階級関係の変動(階級闘争)を認め、

|指紋を所有によって定義する。すなわち、私的所有をともなわない原始共産制、奴来日所

有に Lとづく奴隷制経済が支配的である時代を古代、土地所有にもとづく封建制が支配

的であるH寺代を中世、封建社会から市民社会への移行期に成立する絶対王制のH寺代を近

世、生産手段の所有に Lとづく資本主義経済のH寺代を近代、と区分する。マルクス主義

にはその後さまざまな疑問が投げかけられたが、この|時代区分そのものは多くの歴史~j

-:ffiの li~~f1J~するところとなっている 。

|市民社会と近代

このような時代区分があてはまるのは、とりあ

えず西ヨーロッパなので、それ以外の地域や文

明匿|で近代をどのように定義できるかという問

題が生ずる。この点については、のちほど論ず

る。

近代の特徴は、市民によって社会が構成され

ていることである。m民とはもともと、都市の

住民で、完全な権利を有するもの(奴減で L均fffl

~fi' て b ない)という意味であり、中I!I:では、封建

的な拘束 (G'~奴身分)から自民i であるという意味

だったが、市民革命を続た社会では、すべての

人びとが市民となる。市民とは一般に、一個の

独立した人情として、ある社会の構成員 ( .t'~f1;(I"J 

に言えば、その社会0)11;に従って行政jする;1:共I.i)f1;のメ

ンバー)であることを指し、近代l~上手Jのものでは

ない(た とえば、 Ilif\: ローマの tlil~) 。しかし、 ;Fí-代

社会の市民(111白してi[i:{¥lfiWの場合は、これに加

えて、その社会の法をみずから制定する主体で

もある。みずから制定した法に従う人'びとが、

近代市民なのである。現実には「みずから制定

する」という条件は必ずしも jj11たされなし、(たと

えば、↑l'h!'1法lこbとづく イギリスの助作)から、 I去ユ七

同体の担保上の起源(社会契約)が主慌される。

なぜ、近代市民がみずから制定したj去に従う

のでなければならないかというと、それは、市

民ひとりひとりが絶対的に自由だからである。

自由な主体は自分の自由な意思によってしか拘

-q-~されない。 したカf って、もし:j:f江東カfあるとす

れば、それは本人の自由意思によるのでなけれ

ばならない。こういう国屈で、社会契約説が編

み山さ ;11、それが正しいことになっている。そ

して人びとは、と‘んな具体的な法手ドが制定され

るより先に、自然j去の与えた人権というもの会

t'iIっていた(し、る)ことになっている。こうした

近代の法システムのもとでは、すべての人間が

自民lであることカ汗耐定になっており、いわば人

びとは自由であることを強し、られている。そこ

ではすべての社会関係は、人びとの志忠にむと

づいて(のみ)設定されなければならない。これ

が近代に特有の、契約の観念てある。

近代

|市場経済と近代

さて、こうした近代の法空間の bとで、市場経

済が全而化し、資本主義が発展した。

封建時代以前、自然環境は、共同体の↑~t行や

作11々 への;民怖によって、白山な経済活動から隔

てられていた。 しかし、 J[代のr~r千J は、 1初に刈

する特定101人の絶対的・抽象的な支配権(f史JIJ・

fi)Ur記・処分の怖刊j)を意味する。近代法は、共同

体の惇1行をwuwしつつ、長IY!.~ J}相克のすべてのどf~

物に所有権を設定し、市場経済に投入できる資

源へと変貌させる。近代社会は、人びとを自民l

な法的主体として析出させるとともに、国境内

の、自然環境を含むすべての物的空間を、近代

的な所有I)~I係によって蹴出した。 また国家外部

の空間は、他民地(i削jl¥¥!f系が設定可能与:¥"11¥1)に変

換された。

近代の市場経済が、単なる商品経済と異なる

のは、交換される財が生産嬰素(:i'i一本・ ーu山・労

働)にも拡大されている点である。判に、 資本

主義の発阪にとって、労働市場(1峨絵選択の長1I↓1)

の成立は不可欠の前慌である。労働力を時間単

位で売買する賃労働が一般化してはじめて、生

産要素を自由に組み合わせ、干IJi問の拡大をはか
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る資本主義的な企業経営が可能になる。資本を

集め、労働者を募集し、いつでも企業を設立で

きる自由が、近代の「自由主義」市場経済にと

って本質的である。労働市場の重要性を強調し

たのは、マルクス『資本論』の功績であり、資

本市場を成立させるための技術(訓引手形や複式

簿記)の重要性を強調したのは、 M.ウェーパー

の功績であった。

|民主主義と近代国家

近代の古典的なモデルでは、国家はこうした市

場経済(市民の自発的活動)に干渉せず、その外部

から、市場経済の前提となる法秩序を維持する

という役割(軍事 ・外交)だけを担うことになっ

ている。いわゆる、夜笠国家である。

しかし実際には、近代国家はそれ以上の役割

を果たすことになった。一つは、市場経済が不

可避的に生み出す不平等と不安定に対処する役

割。工場法、救貧法、公衆衛生、学校教育の普

及、そのほかの政策的介入が手がけられた。も

う一つは、ケインズ政策と福祉国家(大きな政

Jmの到来。国家が財政支出を通じて総需要管

理を行ない、社会資本や公共サービスを鉱充し

た。こうした政策は冷戦時代、社会主義諸国と

の競争によって促進された。

こうして近代国家は、自律的な市場の外部に

あり、同時に、市場内部の経済主体でもあると

いう、二重の存在である。

近代国家は、税収を財源に公的サービスを行

なう。国家は、強大な権力主体であるため、納

税者(有権者)の厳重な監視のもとに置かれる。

その手段が憲法であり、 三権分立の制度であ

る。三権分立は、立法/司法/行政の各機関を

別々に設置するという形式が大切なのではな

く、それらが互いに監視することにより納税者

(有権者)の利議が守られるという点が本質的で‘

ある。それには、政府の行動を人民が知ってい

なければならないから、報道の自由が重要にな

る。新聞やマスメディアなどの報道機関は、三

権につ ぐ、民主主義の第四権力である。

近代国家が成立するためには、市民社会が国

民を単位として成立することが必要だった。国

家と国民とは相互形成的である。すなわち、近

代国家は規律訓練によって、国民を創出する。

国民は主権者として、国家創出の主体となる。

つまるところ、どの範囲の人びとが国民国家を
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形成するかは偶然的であるが、いったん形成さ

れた国家は必然的に、そこに市民を帰属させて

やまなし当。近代市民は、国民国家の一員でもあ

る。市民社会は、 近代国家と表裏一体の関係

にある。

|非西欧世界と近代

近代は、キリスト教文明を背景とする西欧世界

に、一つの複合体として出現した。具体的に

は、国民国家、近代法、資本主義経済、自然科

学、市民社会、官僚制といった諸制度の複合で

あった。そしてそれは、西欧世界から非西欧世

界へと、急速に伝播していった。

非西欧世界の近代化が、西欧世界の近代と同

等な社会を生み出すのかについては、議論があ

る。たとえば、東欧世界は政治と宗教の分離が

不完全であるため、マルクス・レーニン主義を

生んだという見解。伝統中国は法による支配を

認めないため、人権や民主主義が尊重されない

という見解。日本社会の実態は独特の〈システ

ム〉であり、制度が表面上は近代的でも、その

作動は異なるという見解。けれどもソ連が解体

し、中国の改革開放が進展し、東アジア諸国の

経済発展が急速に進んで韓国や台湾の民主化が

実現したので、自由主義市場経済や民主主義が

もう一度現実味のある到達目標として浮かびあ

がってきた。

イスラーム圏や、アフリカ ・アジアの発展途

上国を含め、世界の国々が今後、われわれが近

代と考えてきた社会体制に収赦していくのかど

うか。これはまだ、答えの出ない問いである。

答えが出るまでには、長い時間がかかろう。

|近代とポス聞

ところで、 20世紀後半の特徴の一つは、ポス

トモダンの思想運動が活発とな ったことだっ

た。その主張は、近代が恋意的・歴史的な制度

にすぎず、したがって、近代の価値観(自由や民

主主義や……)を絶対的・普遍的と考えることは

できない、というものである。こうして近代の

原理に依拠しながら近代という制度の外に出る

試み (JI~~惜築)やその論理構造を対象化する試み

(自己言及)が、ポスト近代思想の中心的なテー

マとなった。

考えればすぐわかるように、ポスト近代思想

は、近代に代わるもうひとつの制度を提案する

ものではなく、近代の限界を近代の原理に即し

て示すもの、すなわち近代思想の一種である。

ポスト近代は、近代なしに成立て‘きない思想で

あり、近代に内属している。この意味で、近代

の自己矛盾をH昌えるポスト近代こそが、自己矛

1叫 附ss

盾していると言えよう。
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